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高
市
首
相
の
飲
み
友
達
の
尾
上
定
正
内
閣
総
理
大
臣 

補
佐
官
が
「
日
本
は
核
保
有
す
べ
き
だ
」
と
発
言 

 

高
市
首
相
に
よ
る
「
台
湾
有
事
」
発
言
に
つ
づ
い
て
、
25
年

12
月
に
安
全
保
障
を
担
当
す
る
日
本
政
府
高
官
が
「
日
本
は
核

保
有
す
べ
き
だ
」
と
発
言
し
た
。
尾
上
定
正
内
閣
総
理
大
臣
補
佐

官
（
国
家
安
全
保
障
に
関
す
る
重
要
政
策
及
び
核
軍
縮
・
不
拡
散

問
題
担
当
）
の
発
言
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
自
衛
隊
制
服
組
最
高
幹

部
か
ら
官
邸
入
り
し
た
人
物
で
あ
る
。
高
市
氏
は
自
身
の
２
０
２

２
年
４
月
12
日
付
コ
ラ
ム
で
「
古
く
か
ら
の
飲
み
友
達
で
あ
り
、

同
じ
奈
良
県
出
身
者
で
も
あ
る
」
と
紹
介
し
て
い
る
。
昨
年
５
月

17
日
に
は
日
本
会
議
系
の
「
日
本
女
性
の
会
北
海
道
」
で
は
、

高
市
氏
と
尾
上
氏
が
二
人
で
講
演
し
て
い
る
。 

官
邸
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
れ
ば
、
同
氏
は
、
そ
の
12
月
に

三
菱
重
工
、
川
崎
重
工
、
三
菱
電
機
を
相
次
い
で
訪
問
し
て
い
る
。

同
補
佐
官
は
野
党
や
自
民
党
内
か
ら
も
更
迭
論
が
出
る
中
で
、
１ 

      

月
14
日
現
在
で
更
迭
さ
れ
て
い
な
い
。
日
本
有
数
の
武
器
産
業

会
社
と
核
保
有
す
べ
き
だ
と
い
う
首
相
補
佐
官
が
何
を
話
し
た
の

か
、
衆
院
解
散
の
前
に
国
会
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
機
会
が
欲
し
か

っ
た
。 

 

中
部
電
力
・
デ
ー
タ
偽
造
が
示
す 

原
子
力
規
制
委
員
会
の
機
能
不
全 

 

２
０
２
６
年
１
月
、
浜
岡
原
発
の
基
準
地
震
動
の
策
定
の
た

め
の
デ
ー
タ
に
不
正
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
内
部
通
報
に
よ
り
発
覚

し
た
。
通
報
が
な
さ
れ
た
の
は
２
０
２
５
年
２
月
、
公
表
が
約
１

年
も
遅
れ
た
の
は
、
柏
崎
、
泊
の
再
稼
働
に
影
響
さ
せ
な
い
た
め

だ
ろ
う
。 

基
準
地
震
動
の
デ
ー
タ
は
、
原
発
の
安
全
性
に
直
結
し
、
全

国
の
裁
判
所
で
起
こ
さ
れ
て
い
る
原
発
運
転
差
し
止
め
訴
訟
で
焦

点
と
な
っ
て
き
た
。
浜
岡
原
発
の
再
稼
働
が
認
め
ら
れ
な
い
の
は
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当
然
だ
が
、
全
国
の
原
発
で
基
準
地
震
動
の
デ
ー
タ
不
正
の
可
能

性
が
否
定
で
き
な
く
な
っ
た
。
規
制
委
は
す
べ
て
の
原
発
で
再
調

査
す
べ
き
だ
が
、
早
々
に
「
他
の
原
発
の
調
査
は
し
な
い
」
と
会

見
で
述
べ
た
。
そ
も
そ
も
規
制
委
が
中
部
電
力
に
元
デ
ー
タ
を
提

出
さ
せ
て
地
震
動
の
再
現
計
算
を
し
て
確
か
め
る
能
力
が
な
い
こ

と
が
問
題
だ
。
原
子
力
基
盤
機
構
を
合
体
し
て
、
規
制
委
に
デ
ー

タ
の
チ
ェ
ッ
ク
ま
で
で
き
る
よ
う
に
し
た
と
い
う
触
れ
込
み
は
真

っ
赤
な
嘘
だ
っ
た
の
だ
。
規
制
委
に
は
原
子
力
の
安
全
性
を
担
保

す
る
能
力
が
な
い
こ
と
が
あ
き
ら
か
と
な
っ
た
。
地
震
活
動
期
に

入
っ
た
日
本
列
島
で
原
発
の
稼
働
を
つ
づ
け
れ
ば
、
次
な
る
破
局

的
な
事
故
は
避
け
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。 

 

司
法
は
、
原
子
力
ム
ラ
の
誤
り
を
免
罪
す
る
の
か
！ 

  

福
島
原
発
事
故
を
引
き
起
こ
し
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
で
強
制

起
訴
さ
れ
た
東
京
電
力
旧
幹
部
の
刑
事
責
任
は
、
最
高
裁
で
無
罪

が
確
定
し
た
（
２
０
２
５
年
３
月)

。
13
兆
円
の
支
払
い
を
命
じ

た
株
代
表
訴
訟
・
東
京
地
裁
商
事
部
判
決
は
、
東
京
高
裁
で
破
棄

さ
れ
た(

２
０
２
５
年
６
月)

。
現
在
上
告
中
・
三
浦
守
裁
判
長
の

最
高
裁
第
２
小
法
廷
に
係
属
し
て
い
る
。
事
故
に
つ
い
て
の
国
家

賠
償
責
任
は
２
０
２
２
年
６
月
17
日
、
最
高
裁
判
決
に
よ
っ
て

否
定
さ
れ
た
（
第
２
小
法
廷
、
た
だ
し
三
浦
守
判
事
に
よ
る
反
対

意
見
あ
り)

。
こ
の
よ
う
な
東
電
役
員
の
事
故
責
任
の
免
責
は
、

役
員
の
責
任
感
を
麻
痺
さ
せ
、
次
の
過
酷
事
故
を
準
備
す
る
も
の

だ
。 原

発
再
稼
働
を
止
め
る
司
法
判
断
は
２
０
１
１
年
以
降
９
件

に
及
ん
だ
が
、
最
近
は
住
民
の
敗
訴
が
つ
づ
き
、
司
法
も
政
府
の

原
子
力
推
進
に
深
く
忖
た
く
し
て
い
る
と
み
る
ほ
か
な
い
。 

 

福
島
第
一
原
発
の
廃
炉
作
業
は 

軍
民
デ
ュ
ア
ル
ユ
ー
ス
技
術
の
実
験
場 

 

政
府
・
東
電
は
、
福
島
第
一
原
発
の
廃
炉
を
２
０
５
１
年
ま

で
に
完
了
す
る
目
標
を
掲
げ
て
い
る
が
、
燃
料
デ
ブ
リ
（
溶
け
落

ち
た
核
燃
料
）
の
本
格
取
り
出
し
が
遅
れ
て
お
り
、
37
年
以
降

に
ず
れ
込
む
見
通
し
だ
。
そ
も
そ
も
取
り
出
し
作
業
自
体
が
、
大

量
の
被
ば
く
労
働
を
産
み
出
す
悪
手
で
、
こ
の
ま
ま
石
棺
化
す
る

の
が
合
理
的
だ
。 

福
島
第
一
原
発
事
故
の
処
理
コ
ス
ト
は
、
政
府
試
算
で
約

23
・
８
兆
円
（
24
年
時
点
）
に
膨
ら
ん
で
い
る
（
廃
炉
、
賠
償
、

除
染
、
中
間
貯
蔵
な
ど
の
費
用
）
。
廃
炉
の
最
大
の
不
確
定
要
素

で
あ
る
継
続
的
な
汚
染
水
の
産
出
す
ら
止
め
ら
れ
て
い
な
い
。
最

終
的
に
は
35
～
81
兆
円
に
達
す
る
と
い
う
民
間
の
試
算
も
あ
る
。

こ
の
う
ち
東
電
の
負
担
は
16
兆
円
超
、
残
り
は
国
が
「
交
付
国
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債
」
で
支
援
し
、
電
気
料
金
に
よ
る
国
民
負
担
も
発
生
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
廃
炉
ビ
ジ
ネ
ス
は
ド
ロ
ー
ン
・
ロ
ボ
ッ
ト
や
核
戦
争
下

で
も
稼
働
で
き
る
装
甲
車
の
よ
う
な
軍
民
両
用
技
術
の
実
験
場
と

な
っ
て
い
る
。 

 

全
国
・
全
世
界
に
放
射
性
物
質
を
ば
ら
ま
く
日
本
政
府 

 

ひ
と
た
び
大
事
故
を
引
き
起
こ
す
と
、
多
く
の
住
民
と
労
働

者
を
被
ば
く
さ
せ
、
健
康
被
害
を
引
き
起
こ
し
、
広
大
な
地
域
を

人
が
住
め
な
い
よ
う
な
環
境
に
変
え
て
し
ま
う
原
発
を
、
な
ぜ
進

め
る
の
か
。
他
に
よ
り
低
コ
ス
ト
で
、
合
理
的
な
発
電
方
法
と
し

て
水
力
、
風
力
、
太
陽
光
な
ど
の
再
エ
ネ
が
存
在
す
る
の
に
、
あ

え
て
こ
れ
ら
を
選
択
せ
ず
、
新
型
原
発
の
開
発
や
廃
炉
ビ
ジ
ネ
ス

に
国
の
予
算
を
投
下
し
つ
づ
け
る
日
本
政
府
の
政
策
は
ま
こ
と
に

異
様
で
あ
る
。 

そ
し
て
い
ま
、
日
本
政
府
は
、
福
島
原
発
が
引
き
起
こ
し
た

放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
汚
染
を
、
全
国
民
、
全
世
界
の
市
民
が

引
き
受
け
る
べ
き
で
あ
る
と
で
も
考
え
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
前

代
未
聞
の
方
策
を
取
り
始
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
政
策

に
反
対
す
る
も
の
に
は
「
福
島
復
興
に
敵
対
す
る
風
評
加
害
者
」

の
レ
ッ
テ
ル
を
張
る
電
通
主
導
の
広
告
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
く
り
広

げ
ら
れ
る
。 

 

そ
も
そ
も
、
汚
染
物
質
に
対
す
る
環
境
対
策
の
基
本
は
、
人

間
・
生
物
環
境
か
ら
こ
れ
を
隔
離
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

日
本
政
府
は
、
こ
の
よ
う
な
当
た
り
前
の
環
境
政
策
の
原
則
を
無

視
し
、
２
０
２
３
年
秋
か
ら
「
Ａ
Ｌ
Ｐ
Ｓ
処
理
汚
染
水
」
の
海
洋

放
出
を
始
め
た
。
処
理
し
た
と
い
っ
て
も
、
ト
リ
チ
ウ
ム
、
炭
素

14
（
放
射
性
炭
素
）
な
ど
は
ま
っ
た
く
取
り
除
か
れ
ず
、
ス
ト

ロ
ン
チ
ウ
ム
や
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
、
セ
シ
ウ
ム
な
ど
の
放
射
性
物
質

が
残
り
、
そ
の
ま
ま
で
は
環
境
基
準
を
超
え
る
莫
大
な
量
の
Ａ
Ｌ

Ｐ
Ｓ
処
理
汚
染
水
を
海
水
で
希
釈
し
て
太
平
洋
に
放
出
し
て
し
ま

う
と
い
う
の
で
あ
る
。
多
く
の
住
民
が
福
島
地
方
裁
判
所
に
差
し

止
め
訴
訟
を
提
起
し
、
南
太
平
洋
や
韓
国
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
市

民
か
ら
も
連
帯
の
声
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
全
世
界
の
海
は
つ
な

が
っ
て
お
り
、
世
界
の
人
間
、
生
物
の
共
通
の
生
存
の
よ
り
ど
こ

ろ
で
あ
る
。
海
に
ど
ん
な
に
低
レ
ベ
ル
の
も
の
で
あ
っ
て
も
放
射

性
物
質
を
投
棄
す
る
こ
と
は
、
日
本
政
府
も
批
准
し
て
い
る
ロ
ン

ド
ン
条
約
に
明
確
に
違
反
し
て
い
る
。 

 

さ
ら
に
、
日
本
政
府
は
２
０
２
５
年
、
福
島
第
一
原
発
事
故
後

の
除
染
作
業
で
発
生
し
た
除
去
土
壌
（
放
射
能
に
汚
染
さ
れ
た
土

壌
）
を
全
国
の
公
共
事
業
等
で
「
復
興
再
生
利
用
」
す
る
た
め
、

放
射
性
物
質
汚
染
対
処
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
を
定
め
、
告
示
で
セ
シ
ウ
ム
８
千
ベ
ク
レ
ル
／
kg
以
下

の
除
去
土
壌
を
復
興
再
生
利
用
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と 
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し
た
。 

１

４

０

０

万

m3

（
２
０
２
４
年
12

月

時
点
）
の
大
量
の
汚

染
土
が
双
葉
町
と
大

熊
町
に
ま
た
が
る
１

６
０
０
ha

と
い
う
広

大
な
地
域
に
貯
蔵
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
２
０
４
５
年

３
月
ま
で
に
福
島
県

外
に
搬
出
す
る
こ
と

が
法
律
で
決
ま
っ
て

い
る
。 

環
境
省
は
２
０
２
５

年
２
月
７
日
、
汚
染
土

の
最
終
処
分
の
方
法
と 

し
て
４
つ
の
案
を
明
ら
か
に
し
た
。
①
容
量
を
減
ら
さ
な
い
、
②

ふ
る
い
分
け
す
る
、
③ 

②
＋
熱
処
理
、
④ 

②
＋
③
＋
飛
灰
洗
浄

処
理
の
４
つ
で
、
１
kg
あ
た
り
の
放
射
性
物
質
の
量
は
、
順
に
、

①
数
万
ベ
ク
レ
ル
、
②
数
万
ベ
ク
レ
ル
、
③
10
万
ベ
ク
レ
ル
～
、

④
～
数
千
万
ベ
ク
レ
ル
と
試
算
さ
れ
た
。
最
終
処
分
量
、
お
よ
び
、

そ
れ
に
必
要
な
処
分
場
の
面
積
は
こ
の
順
に
減
少
す
る
。
例
え
ば
、

①
な
ら
、
約
２
１
０
万
～
３
１
０
万
m3
で
約
30
～
50

ha
、
④
な

ら
ば
約
５
万
～
10
万
m3
で
約
２
～
３
ha
と
な
る
。 

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
政
策
は
政
府
の
こ
れ
ま
で
の
放
射
性

廃
棄
物
の
処
分
政
策
に
も
反
し
て
い
る
。
「
原
子
炉
等
規
制
法
」

で
は
、
原
子
力
施
設
か
ら
出
る
廃
棄
物
の
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
レ
ベ
ル

（
放
射
性
廃
棄
物
と
し
て
扱
わ
な
く
て
よ
い
レ
ベ
ル
）
は
１
０
０

ベ
ク
レ
ル
／
kg
の
ま
ま
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
２
０
１
１
年
８

月
に
成
立
さ
せ
た
「
除
染
特
措
法
」（「
放
射
性
物
質
汚
染
対
処
特

別
措
置
法
」
）
に
よ
っ
て
「
事
故
由
来
放
射
性
物
質
」
は
８
０
０

０
ベ
ク
レ
ル
／
kg
に
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
レ
ベ
ル
が
引
き
上
げ
ら
れ

て
い
る
。 

 

環
境
か
ら
隔
離
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
汚
染
物
質
を
行
政
が
み

ず
か
ら
全
国
の
公
共
事
業
の
現
場
に
ば
ら
ま
き
、
そ
の
過
程
で
、

莫
大
な
労
働
者
被
ば
く
を
産
み
出
し
、
地
域
住
民
に
被
ば
く
を
押

し
付
け
る
政
策
は
環
境
犯
罪
と
い
う
ほ
か
な
い
。 

い
ま
や
、
原
子
力
の
推
進
を
止
め
る
闘
い
は
、
次
な
る
破
滅

的
な
事
故
と
歯
止
め
な
き
環
境
汚
染
か
ら
日
本
と
世
界
を
救
う
だ

け
で
な
く
、
日
本
の
核
武
装
に
反
対
す
る
闘
い
と
し
て
も
展
開
す

る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
時
機
が
来
た
。 

（
か
い
ど 

ゆ
う
い
ち
） 


